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社会福祉法人千曲市社会福祉協議会臨時職員等就業規則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この就業規則（以下「この規則」という。）は、社会福祉法人千曲市社会福祉協議

会（以下「本会」という。）が地域福祉の向上を志し、その使命とする本会の経営を適正

かつ健全に行うために、臨時職員、パートタイム職員及び契約職員（以下「臨時職員等」

という。）の就業に関する事項を定めることを目的とする。 

２ この規則に定めのない事項、臨時職員等の就業に関する事項については、労働基準法

（昭和２２年法律第４９号）及びその他の法令の定めるところによる。 

 

（臨時職員等の定義）  

第２条 この規則における臨時職員等とは、次の各号に定義する者をいう。 

（１）臨時職員 

    業務の必要に応じて臨時的に雇用する者で、１週間の所定労働時間が４０時間以

内、１日の所定労働時間が８時間を超えない範囲で、１年間以内の期間を定め雇用

する者をいう。 

（２）パートタイム職員（短時間勤務職員） 

    １週間の所定労働時間が３０時間以内、１日の所定労働時間が８時間以内の者で、

１年間以内の期間を定め雇用する者をいう。 

（３）契約職員（再雇用職員） 

 定年で退職した正規職員のうち、本人が引続き勤務することを希望し、再雇用契

約を結んだ者で、１週間の所定労働時間が４０時間以内、１日の所定労働時間が８

時間を超えない範囲で、１年間以内の期間を定め雇用する者をいう。 

（４）無期労働契約の職員 

    期間の定めのある労働契約で雇用する臨時職員、パートタイム職員から無期労働

契約へ転換し雇用する者をいう。 

 

（遵守義務） 

第３条 本会及び臨時職員等は、この規則並びに業務上の指示命令を守り、職場の秩序を

維持し、お互いに協力し職務の遂行に努めなくてはならない。 

 

 第２章 人事 

（採用及び提出書類） 

第４条 臨時職員等の採用は、本会に就職を希望する者に対し、所定の試験及び選考等を

行い、これに合格した者の中より行う。選考にあたっては、次の書類の提出を求める。

ただし、必要に応じてその一部を省略できるものとする。 

（１）自筆の履歴書（直近３ヵ月以内の写真添付） 

（２）健康診断書（直近３ヵ月以内の診断） 

（３）卒業（見込）証明書 

（４）各種資格証・証明書（写） 

（５）その他本会が必要とする書類 
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２ 臨時職員等として採用された者は、採用日から２週間以内に次の書類を提出しなけれ

ばならない。 

（１）誓約書 

（２）住民票記載事項証明書 

（３）身元保証書 

（４）扶養親族控除申告書、その他税法上の必要書類 

（５）社会保険、雇用保険関係書類（年金・健康保険・雇用保険加入資格） 

（６）個人番号カードに表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに記載さ

れた事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下、「番号法」という。）施行規

則で定める書類（ただし、対面で本人確認を行う場合は原本を提示する。） 

（７）その他本会が必要とする書類 

 

（労働条件の明示及び辞令の交付） 

第５条 臨時職員等の採用に際して、就業規則を提示するとともに、就業の場所、従事す

る業務の内容、賃金に関する事項、就労時間、休日に関する事項、退職に関する事項、

労働契約の期間など労働条件を記載した通知書を明示する。 

２ 臨時職員等の異動、休職、退職及び解雇などは、辞令を交付して行う。 

 

（採用の取消） 

第６条 採用された者で、次の各号の一つに該当の事実が判明したときは、採用を取り消

すこととする。 

（１）健康診断の結果、就労に支障があると認められたとき。 

（２）提出書類に虚偽の記載があるとき。 

（３）正当な理由がなく、決められた書類を提出しないとき。 

（４）その他、社会通念上相当の理由があると認められるとき。 

 

（試用採用） 

第７条 新たに採用された臨時職員等については、採用日から非労働日を含めて１ヵ月を

試用期間とする。 

２ 試用期間中において、本人の健康状態、能力、勤務成績など審査し、不適当と認める 

場合は、平均賃金３０日分の解雇予告手当を支給し即時解雇とする。ただし、試用採用

後１４日以内の場合は、解雇予告手当は支給しない。 

３ 社会福祉法人千曲市社会福祉協議会長（以下「会長」という。）が認める場合は、試用

期間の短縮、若しくは試用期間を設けないことがある。 

４ 試用期間は、勤続年数に通算する。 

 

（異動等） 

第８条 会長は、職務上必要な場合に、臨時職員等に対して勤務の場所及び職務の変更、

若しくは出向又は派遣を命じることができる。 

２ 臨時職員等は前項の命令に、正当な理由なく拒むことはできない。 
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（出張） 

第９条 業務上必要がある場合には、臨時職員等に出張を命ずる。 

２ 臨時職員等は前項の命令に、正当な理由なく拒むことはできない。 

 

（届出の義務） 

第１０条 臨時職員等は、次の各号の一つに該当する項目に異動が生じたときは、遅滞な

く本会に届け出なくてはならない。 

（１）氏名及び現住所、連絡方法 

（２）世帯を同じくする家族 

（３）扶養義務のある家族 

（４）各資格証又は運転免許証の資格停止又は資格取消等の処分 

（５）その他勤務するに必要と認められる事項 

 

（事務の引継） 

第１１条 臨時職員等は、長期の休暇、解雇、退職及び転任等のときは、２日以内にその

担当した業務及び書類物品等を社会福祉法人千曲市社会福祉協議会事務局長（以下「事

務局長」という。）の指定した者に引き継がなければならない。その引継を終わったとき

は会長に連署して届け出るものとする。 

 

 第３章 服務規律 

（服務） 

第１２条 臨時職員等は、職務の社会的責任を自覚し、地域社会福祉の向上及び本会の使

命達成のため全力を挙げ、誠実に職務を遂行しなくてはならない。 

 

（服務規律） 

第１３条 臨時職員等は、職務に関し次の事項を遵守しなければならない。 

（１）職務遂行にあたっては、本会の方針を尊重し、常にお互いに助け合い、円滑な職務

運営を期すること。 

（２）勤務中は職務に専念し、みだりに勤務場所を離れないこと。 

（３）勤務を正確かつ迅速に処理し、常にその能率の向上を図ること。 

（４）許可なく勤務以外の目的で本会の施設、物品等を不正使用しないこと。 

（５）職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与

を受けるなど不正な行為を行わないこと。 

（６）許可なく文書、帳簿等を職場外に持ち出し、第３者にその内容を漏らしたり複写し

たりしないこと。 

（７）常に本会の職員であることを自覚し、本会の名誉並びに信用を傷つける行為をしな

いこと。 

（８）職務に関し知り得た情報や機密事項、及び不利益になる事項を第３者に漏らしては

ならない。その職を退いた後も同様とする。 

（９）許可なく他の施設などの業務に従事しないこと。 

（10）禁止薬物の使用、交通法規違反等、性的な嫌がらせ（セクシャル・ハラスメント）

など他の職員に不利益を与えたり、就業環境を害することは厳禁とする。 
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（11）清潔感に留意した頭髪、服装、身だしなみをし、利用者の方や他の職員に不快な思

いをさせないこと。 

（12）その他、本会の職員としてふさわしくない行為を行わないこと。 

 

（出勤） 

第１４条 臨時職員等は定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなくてはならない。ただ

し、緊急その他止むを得ない事由により押印できない場合は、事後遅滞なく所属長に報

告し、押印しなければならない。 

 

（遅刻・早退・私用外出） 

第１５条 止むを得ない事由により遅刻、早退又は私用外出をする場合には、事前に所属

長に文書で届け出て許可を受けなければならない。 

２ 止むを得ない事由により、事前に届け出ることができない場合は、事後遅滞なく文書

で所属長に届け出なくてはならない。 

３ 所属長は、職員の勤務状況を常に把握するとともに、出勤簿、遅刻、早退、私用外出

の届出書を整理し、これを保管しなければならない。 

４ 遅刻、早退、私用外出の時間については、別に定める社会福祉法人千曲市社会福祉協

議会臨時職員等給与規程（以下「臨時職員等給与規程」という。）により給与より控除す

る。 

 

（欠勤等の扱い） 

第１６条 臨時職員等は、欠勤しようとするときは、あらかじめ文書をもって所属長に届

け出をしなくてはならない。ただし、止むを得ない事由により事前に届け出ができなか

った場合には、事後遅滞なく文書をもって事務局長に届出をしなくてはならない。 

２ 前項の場合において、傷病のため欠勤が７日以上に及ぶときは、医師の診断書など病

状が明らかになる書類を提出しなくてはならない。 

３ 欠勤の日及び時間については、別に定める臨時職員等給与規程により給与より控除す

る。 

 

（勤務時間） 

第１７条 所定労働時間については、１ヵ月単位の変形労働時間制を適用する臨時職員等

と、１ヵ月単位変形労働時間制を適用しない臨時職員等に区分する。 

（１）１ヵ月単位の変形労働時間制を適用する臨時職員等 

  ① １ヵ月変形労働時間制適用職員の１日の所定労働時間は、休憩時間を除き８時間と

する。 

  ② １ヵ月を平均して１週４０時間を超えない範囲で１ヵ月前に勤務表を作成し定める。 

  ③ 休憩時間は１日１時間とする。 

  ④ あらかじめ勤務表により予定した該当勤務日において１日８時間を超え、又は１週

間に４０時間を超えて労働を命じることがある。 

  ⑤ １ヵ月単位の変形労働時間制を適用する職員の起算日は毎月１日とする。 

（２）１ヵ月単位の変形労働時間制を適用しない臨時職員等 

  ① 所定労働時間は、１日８時間とし１週４０時間を超えない範囲で定める。 
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     始業時間：８時３０分   終業時間：１７時３０分 

  ② 休憩時間は、原則として正午より午後１時までとする。ただし、これによりがたい

職員の場合は交代制により１日１時間を定める。 

２ 業務の都合上止むを得ない事由がある場合には、始業時間・終業時間及び休憩時間を

繰り上げ、又は繰り下げる場合がある。 

３ 市の受託事業に係わる児童センター（児童館）については別に定める。 

４ 個別の労働条件通知書に別の定めのある臨時職員等は個別の労働条件通知書による。 

 

（休日） 

第１８条 臨時職員等の休日は、次のとおりとする。 

（１）日曜日及び土曜日 

（２）国民の祝日に関する法律に定める休日 

（３）年末年始（１２月２９日より１月３日） 

（４）その他会長の定める日 

２ １ヵ月単位の変形労働時間制を適用する臨時職員等の休日は、４週を通じて８日を下

らない。 

３ １ヵ月単位の変形労働時間制を適用する臨時職員等の休日は、第１項の定める休日と

同日数とする。 

４ 第１項、第２項、第３項の規定にかかわらず、業務運営上止むを得ない事由により、

休日を他の日に振替又は休日勤務させることができる。ただし、２日前までに振替する

休日と労働日を特定して臨時職員等に通知するものとする。 

５ 市の受託事業に係わる児童センター（児童館）については別に定める。 

６ 個別の労働条件通知書に別の定めのある臨時職員等は個別の労働条件通知書による。 

 

（時間外・休日労働） 

第１９条 業務の都合により、所定労働時間を超え、又は所定休日に労働させることがあ

る。この場合において法定の労働時間を超える労働、又は法定の休日における労働につ

いては、あらかじめ本会は、全職員過半数の代表と文書による締結をし、これを所轄の

労働基準監督署に届け出るものとする。 

２ 妊娠中又は産後１年を経過しない臨時職員等が請求した場合は時間外、休日労働をさ

せることはない。 

 

 第４章 休暇 

（休暇・休業の種類） 

第２０条 臨時職員等には、休暇及び休業を与えることができる。 

２ 有給休暇とは、あらかじめ会長の承認を受けて勤務しない時間をいい、その種類は次

のとおりとする。 

（１）年次休暇 

（２）特別休暇（産前産後休暇は除く。） 

３ 休業とは、あらかじめ会長の承認を得て所定勤務時間中に給与の支給を受けないで勤

務しない時間をいい、その種類は次のとおりとする。 

（１）介護休業 
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（２）育児休業 

 

（年次休暇） 

第２１条 年次休暇は、所定労働日数の８割以上出勤した臨時職員等に対して、勤続年数

に応じ毎年４月１日を年次有給休暇付与基準日として、次の表のとおり年次有給休暇を

付与する。 

基準日におい

ての勤続年数 

3ヶ月超

～1年 
～2年 ～3年 ～4年 ～5年 ～6年 6年超～ 

有給休暇日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

２ 年次休暇を取得しようとする臨時職員等は、あらかじめ時期を指定して書面にて事務

局長に申請するものとする。ただし、本会は事業の正常な運営に支障があるときは、臨

時職員等の指定した時期を変更することがある。 

３ 年次休暇は、１日又は半日を単位とする。ただし、年次休暇のうち１年に５日分につ

いてのみ、１時間単位で取得できるものとする。 

４ 年次休暇は、次年度に限り繰り越しができる。繰り越しができる年次休暇日数は２０

日を限度とする。繰り越される年次休暇日数に１日未満の端数がある場合はその端数を

切り上げとする。 

５ 採用初年度の年次有給休暇は、採用日から３ヶ月を経過した時点で５日間付与するも

のとする。 

６ 採用日から半年以上継続して勤務し、かつ全所定労働日数の８割以上を就業した者に

は前項の５日間に加えて更に５日間の年次有給休暇を付与するものとする。ただし、そ

の時点で年次有給休暇付与基準日を越え、すでに新たに１１日の有給休暇を付与されて

いる臨時職員等は除く。 

 

（所定労働時間が一定以下の職員の年次休暇） 

第２１条の２ 所定労働時間が一定以下の臨時職員等の年次休暇の運用については、別表

１に定めるところによる。 

 

（特別休暇） 

第２２条 特別休暇は、臨時職員等が次表左欄に掲げる事由に該当する場合において、同

表の右欄に定める期間とする。 

 

事  由 期  間 適  用 

産
前
産
後
休
暇
等 

（１）６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）以内

に出産予定の職員が請求する場合 

出産の予定日までの

申し出た期間 
必要な社会保険

給付の手続きを

行い、無給休暇

とする 

（２）産後８週間を経過していない職員は就業さ

せない 

   ただし、産後６週間を経過した職員が就業

を申し出た場合は、医師が認めた業務に就か

せる期間を除く 

出産の翌日から８週

間を経過する日まで

の期間 
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健
康
審
査
及
び 

保
健
指
導 

妊娠中又は分娩後の職員の健康診査及び保健指

導 

妊娠期間中７日を越

えない範囲内におい

て、１ヵ月１回及び分

娩後１年までの間に

１回（医師の特別の指

示があった場合には、

いずれの期間につい

ても、その指示された

回数） 

その都度必要と認め

る期間 

 

生
理
休
暇 

生理日の就業が著しく困難な職員が休暇請求し

た場合には、その日について就業させない 

申し出た期間 １ヶ月につき１

日は、有給とし、

２日以降は無給 

育
児
時
間 

生後１年未満の乳児を育てる職員が育児時間を

請求する場合 

１日２回、その都度必

要と認める時間 

 

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

休
暇 

職員の保養及び家庭生活の充実並びに心身のリフ

レッシュを図る場合 

１年につき３日を超

えない範囲で必要と

する期間 

パートタイム職

員は除く。 

そ
の
他 

緊急災害・事故等による被災時、資格取得時に会

長が必要と認める時 

その都度必要と認め

る期間 

 

２ 前項の期間の計算については、その期間中の週休日、休日と代休日を含むものとする。 

 

（療養休暇） 

第２３条 療養休暇は、臨時職員等が次表左欄に掲げる事由に該当する場合において、同

表の右欄に定める期間とする。 

事  由 期  間 適  用 

業務上の労働災害及び

通勤災害 

（１）必要と認める期間とする 労災保険の認定を受け必要

な手続きを行う 

２ 前項の期間の計算は、第２３条第２項の規定を準用する。 

 

（介護休業） 

第２４条 臨時職員等のうち必要のある者は、会長に申し出て介護休業をし、又は介護短

時間勤務等の適用を受けることができる。 

２ 家族の介護を行う一定範囲の臨時職員等は、会長に請求して、午後１０時から午前５

時までの深夜に労働しないことができる。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、

この限りではない。 
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３ 介護休業、介護短時間勤務等の対象の臨時職員等、手続き等必要な事項については、

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会介護休業等に関する規則の定めるところによる。 

 

（育児休業） 

第２５条 臨時職員等のうち必要のある者は、会長に申し出て育児休業をし、又は育児短

時間勤務等の適用を受けることができる。 

２ 育児を行う一定範囲の臨時職員等は、会長に請求して、午後１０時から午前５時まで

の深夜に労働しないことができる。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、この限

りではない。 

３ 育児休業、育児短時間勤務等の対象の臨時職員等、手続き等必要な事項については、

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会育児休業等に関する規則の定めるところによる。 

 

 第５章 給与等 

（給与） 

第２６条 臨時職員等の給与については、別に定める臨時職員等給与規程による。 

 

（旅費） 

第２７条 臨時職員等の旅費については、別に定める社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

職員旅費規程による。 

 

第６章 定年・退職及び解雇 

（定年） 

第２８条 臨時職員等（契約職員は除く。）の定年は、年齢６０年とし、定年に達した時は

定年に達した日以降における最初の３月３１日に退職とする。 

２ 前項の定年到達者が再雇用を希望する場合は、別に定める社会福祉法人千曲市社会福

祉協議会定年後再雇用規定に基づき、引き続き継続雇用することができる。 

 

（退職） 

第２８条２ 臨時職員等は、次の各号のいずれかに該当する場合は退職とする。 

（１）本人が死亡したとき。 

（２）自己の都合により退職を申し出て会長の承認があったとき。 

（３）期間を定めて雇用されている場合、その期間が満了したとき。 

（４）休職期間が満了してもなお、休職事由が消滅しないとき。 

２ 臨時職員等が自己の都合により退職しようとする時は、すくなくとも１ヵ月前までに

文書により退職の申し出をしなくてはならない。 

 

（退職手当） 

第２９条 臨時職員等には退職手当は、支給しない。 

 

（解雇） 

第３０条 臨時職員等が次の各号の一つに該当する場合は解雇することがある。 

（１）業務の縮小、又は廃止など、業務の運営上止むを得ない事由により、本会の職員の
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削減が必要とするとき。 

（２）精神、又は心身上に障害があり、業務に耐えられないと認められるとき。 

（３）勤務成績、又は能率が著しく不良で臨時職員等としてふさわしくないと認められる

とき。 

（４）その他、前各号に準ずるやむをえない事由があるとき。 

２ 前項の規定により臨時職員等を解雇する場合には、少なくとも３０日前までに予告す

るか、又は賃金の３０日分の予告手当を支給する。ただし、労働基準監督署長の認定を

受けて解雇する場合、及び次の各号のいずれかに該当する職員を解雇する場合には、こ

の限りではない。 

（１）日々雇い入れられる職員（１ヵ月を超え引き続き雇用された者は除く。） 

（２）２ヵ月以内の期間を定めて使用する職員（その期間を超えて引き続き雇用された者

を除く。） 

（３）試用期間中の職員（１４日を超えて引き続き雇用された者を除く。） 

 

（解雇制限） 

第３１条 臨時職員等が、次の各号の一つに該当する場合は解雇しない。ただし、天災事

変、その他止むを得ない事由によって事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監

督署長の認定を受けた場合はこの限りでない。 

（１）業務上の負傷、又は疾病にかかり、療養のため休業する期間、及びその後３０日間。

ただし、３年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合は、解雇制限が解

除される。 

（２）産前産後の休業期間、及びその後３０日間。 

 

 第７章 安全衛生 

（安全保持） 

第３２条 本会は、臨時職員等の健康管理、及びその増進に努め、災害予防のため安全設

備、環境改善の充実に努めるものとする。 

２ 臨時職員等は、前項の設備、環境の整備改善に努力し、法令、安全、衛生に関する事

項を遵守して健康の保持、及び災害の防止に努めなくてはならない。 

３ 事務局長は、災害及び事故防止のため、常に臨時職員等に対し適切な指導をしなくて

はならない。 

４ 施設の長は、火災、その他の災害の際に、非常持ち出しを必要とする重要書類及び物

品はあらかじめ分類区分をし、緊急の避難ができるよう体制を整えなくてはならない。 

５ 施設の長は、常に施設の非常口、避難場所などを整備し、火災その他の災害に備えて

おかなくてはならない。 

 

（災害時の措置） 

第３３条 本会の全職員は、火災、その他の災害を発見し又はその危険を予知したときは、

臨機の措置をとるとともに、直ちに事務局長、及び関係者に連絡し、本会の全職員がお

互いに協力し合い、その被害の拡大を防止するよう努めなくてはならない。 

 

（健康診断） 
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第３４条 本会は、臨時職員等に対し、毎年定期に健康診断を実施する。 

２ 前項のほか、必要に応じて本会の臨時職員等の全部、又は一部に対し健康診断を行う

ことがある。 

３ 健康診断は、必ず対象となる全職員がこれを受けなければならない。 

４ 前項の定めにかかわらず、特別な理由がある場合には、他の医師の健康診断を受け、

その結果を証明する書類を提出した場合は、この限りではない。 

５ 前項の定めにかかわらず、違反した場合は、懲戒処分を行う。 

 

（就業の制限） 

第３５条 健康診断の結果、必要のある場合には、就業を制限し期間を定めて軽易な業務、

勤務時間の短縮、配置転換、その他健康保持上必要な措置を命じることがある。公傷病

以外の場合で本条の適用を受けた者については、その状態に応じた給与の改定を行える。 

 

（就業の禁止） 

第３６条 他人に伝染する恐れのある疾病にかかっている者、又は疾病のため他人に害を

及ぼす恐れのある者、その他医師が就業を不適当と認めた者は、就業を禁止する。 

 

（安全衛生教育） 

第３７条 臨時職員等に対し、雇入れの際及び配置換えなどにより作業内容を変更した際

に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。 

 

 第８章 災害補償 

（災害補償） 

第３８条 臨時職員等が業務上の負傷、疾病又は通勤途上で被災した場合には、労働基準

法の規定に従い、療養補償、傷害補償、休業補償を行う。なおその職員が死亡した場合

は遺族補償を行い、埋葬料を支給する。 

 

 第９章 表彰及び懲戒 

（表彰） 

第３９条 臨時職員等が次の各号の一つに該当する場合は、審査のうえ表彰する。 

（１）永年勤続し、その勤務成績が優秀で他の臨時職員等の模範となる者 

（２）業務上有益な研究、工夫などの考案があった者 

（３）災害を未然に防止し、又は災害の際に功績のあった者 

（４）その他本会の運営上顕著な功績があった者 

２ 表彰は、賞状、賞品又は賞金を付して行い、その取扱は会長が別に定める。 

 

（懲戒） 

第４０条 本会は、臨時職員等の勤務能力の向上と本会の秩序を図るため懲戒を行う。 

２ 懲戒処分について公正な取扱いを期するため、必要に応じて懲戒処分審査委員会（以

下「委員会」という。）を設置する。懲戒が宣言された臨時職員等は、実情によって異議

の申し立てをすることができる。 

（１）委員会は、社会福祉法人千曲市社会福祉協議会副会長（以下「副会長」という。）２
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名と事務局長をもって組織する。 

（２）委員長には、副会長のうち１名が充たる。 

３ 懲戒処分については、千曲市の処分等の指針を参考に委員会で審査し、意見のうえ、

会長が決定する。 

４ 臨時職員等が次の各号の一に該当する場合は、次条の規定により懲戒を行う。 

（１）故意、又は重大な過失により施設、物品を破損した場合 

（２）業務上の秘密を洩らし、又は漏らそうとしたとき。 

（３）業務上に関し、不正不当の金品の授受をしたとき。 

（４）職場内の物品を無断で持ち出し、私物化したとき。 

（５）正当な理由がなく勤務を怠ったり、業務上の指示命令に従わないとき。 

（６）正当な理由なく無断欠勤が７日以上におよぶとき。 

（７）刑法上の処罰を受けたとき。 

（８）職場の秩序を乱したり、又は業務の妨害をしたとき。 

（９）交通事故又は交通法規違反をしたとき、又は当該報告を怠ったとき。 

（10）職場又は業務に関連する場所において、性的な嫌がらせ（セクシャル・ハラスメント）

に当たる行為をしたとき。 

（11）本則に違反したとき。 

（12）前各号に準じる不都合な行為があったとき。 

 

（懲戒の種類） 

第４１条 臨時職員等に対する懲戒の方法は、次の各号のいずれかによって行う。 

（１）戒告 始末書をとり、将来を戒める。 

（２）減給 始末書をとり、１回について平均賃金の半日分以内の賃金を減給する。 

       ただし、総額が一賃金支払期間における総額の１割を超えることはない。 

（３）停職  始末書をとり、１日以上１ヵ月以下の期間を定めて出勤を停止する。この

場合において、当該期間の賃金は支給しない 

（４）免職  労働基準監督署長の認定を受けて予告期間を設けることなく、かつ予告手

当を支給することなく即時解雇する。 

２ 監督、指導上の措置 

懲戒処分には該当しないが、事故の行為に対しての責任や管理監督責任を自覚させ、

将来を戒めて、職務遂行に対する姿勢の改善、意識向上等を目的として行う訓告、厳重

注意、口頭注意を監督、指導上の措置をとる。 

３ 制裁に該当する行為のあった者に対して、その処分が決定する前においても、不正行

為の再発、証拠隠滅の怖れ等合理的な理由がある場合には、自宅謹慎を命じることがあ

る。ただし、この期間の賃金は、支払わない。 

 

（損害賠償） 

第４２条 臨時職員等が故意又は重大な過失により本会に損害を与えたとき、損害の全部

又は一部を賠償させることがある。 

 

 第１０章 研修・教育 

（研修・教育） 
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第４３条 臨時職員等は、自己の資質・技能・能力の向上のため、常に自己研鑽し、必要

な資格取得に努めなくてはならない。 

２ 本会は、臨時職員等の研修や資格取得のため教育目標を達成するため、職員とカリキ

ュラムを計画的に立案し運用する制度を実施する。 

  また、本会は、臨時職員等の資質の向上、知識技術の習得を図るため、計画的に外部

研修や職場内研修、その他研修の機会を与えるものとする。 

 

第１１章 無期労働契約への転換 

（無期労働契約への転換） 

第４４条 期間の定めのある労働契約で雇用する臨時職員、パートタイム職員のうち、通

算契約期間が５年を超える職員は、現に締結している有期労働契約が終了する３個月前

までに、様式第１号で申し込むことにより、現在締結している有期労働契約の契約期間

の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。 

２ 前項の通算契約期間は、平成２５年４月１日以降に開始する有期労働契約の契約期間

を通算するものとし、現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間

とする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して６ヶ月以上ある臨時職員、

パート職員については、それ以前の契約期間は通算契約期間に含めない。 

３ この規則に定める労働条件は、第１項の規定により期間の定めのない労働契約での雇

用に転換した後も引き続き適用する。 

 

（無期労働契約職員の定年及び退職） 

第４５条 無期労働契約へ職員の定年は、年齢６０年とし、定年に達した時は定年に達し

た日以降における最初の３月３１日に退職とする。 

２ 前項の定年到達者が、定年後も引き続き雇用されることを希望し、第３０条の解雇事

由または第２８条の２の退職事由に該当しない場合は、満６５歳に達した日における最

初の３月３１日までこれを継続雇用する。 

３ 無期転換時点で定年を経過している者で定年後も引き続き雇用されることを希望し、

第３０条の解雇事由または第２８条の２の退職事由に該当しない場合は、満６５歳に達

した日における最初の３月３１日までこれを継続雇用することができる。 

 

第１１章 雑則 

（雑則） 

第４６条 この規則に定めのない事項及び規則の改正を要する事項が発生した場合は、労

働関係法規にのっとり全職員の過半数を代表する者の意見を聞いた上、社会福祉法人千

曲市社会福祉協議会理事会の議決により施行する。 

 

 

  附 則 

 １ この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 ２ この規則の施行に際し、施行日以前から引き続き在職している職員の年次休暇の日

数は、この規則にかかわらず、なお従前の例による。 
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  附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

 

別表１（第２１条の２関係） 臨時職員等年次有給休暇 

 

１ 臨時職員等の年次休暇の取扱 

（１）年次休暇は所定労働日数の８割以上出勤した職員に対して、勤続年数に応じ毎年４

月１日を年次有給休暇付与基準日として、次の表のとおり年次有給休暇を付与する。 

週所定 

労働時間 

週所定 

労働日数 

年間所定 

労働日数 

基準日においての勤続年数 

3ヶ月超

～1年 
～2年 ～3年 ～4年 ～5年 ～6年 

6年超

～ 

30時間以上            ＊ 

10日 
11日 12日 14日 16日 18日 20日 

30時間未満 

５日以上 217日以上 

４日 169～216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 

３日  121～168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 

２日   73～120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 

１日    48～72日 1日 2日 ２日 ２日 3日 3日 3日 

２ ＊嘱託職員及び年間所定労働日数２１７日以上の職員については、第２２条（年次休暇）

を運用する。 

３ 年度ごとに、所定全労働日の８割以上の出勤がされない場合は、翌年度の年次休暇の

付与日数を査定して決定する。    

４ 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部、又は一部を取得しなかった場合は、  

その残日数は次年度に限り繰越をする。 

 

別表２（第２２条第１項関係） 

事     由 

1．地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺地域における 

生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動に従事する。 

2．心身障害者養護施設、特別養護老人ホームその他の主として心身上、若しくは精神上の障害が 

ある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して、必要な処置を講ずることを目的とする 

施設にあって、本会の定めるものにおける活動に従事する。 

3．心身上若しくは精神上の障害負傷又病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の 

介護その他の日常生活を支援する活動に従事する。 

4．前項１～３までに掲げる活動の他、会長が別に定める活動に従事する。 
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（H30.4改正第 4号） 

 

 様式第１号（第４４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第４４条関係） 

無期労働契約転換申込書 

 

千曲市社会福祉協議会 会長 様 

申出日    年  月  日 

 

申出者氏名        印 

 

私は、現在の有期労働契約の契約期間の末日までに通算契約期間が５年を超えますので、労

働契約法第１８条第１項に基づき、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）への転換を申

し込みます。 

無期労働契約転換申込み受理通知書 

 

               様 

受理日 平成  年  月  日 

 

千曲市社会福祉協議会 

会長            印 

 

あなたから平成  年  月  日に提出された無期労働契約転換申込書について受理しま

したので通知します。 
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